
Ｔｈｅ津軽三味線２０２０中止のお知らせ
　毎年、弘前市民会館にて開催しております
「Ｔｈｅ津軽三味線」ですが、今年は新型
コロナウイルス感染症の影響により中止
いたします。

■お問い合わせ
　Ｔｈｅ津軽三味線実行委員会事務局
　（弘前商工会議所内）
� ＜経営一課＞

毎日できる感染予防対策（今月号折込）
～新型コロナウイルスの感染を心配されている方へ～
　弘前市では、新型コロナウイルス感染症対策
をまとめたリーフレットを作成いたしました。
『濃厚接触者とは』、『ご家族にウイルス感染
が疑われるときの８つのポイント』など正しい
情報、正しい知識の習得が大切です。
　今月号にチラシとして折り込んでおりますの
で、ぜひご覧ください。
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◇小規模事業者持続化

　補助金コロナ特別型

　セミナーのご案内

　去る１０月１２日に弘前保健所管内では初とな

る新型コロナウイルス感染者が発生して以来、

市内飲食店のクラスター化などにより連日多く

の感染者が確認されるなど、感染の拡大が全国

的に見ても急激に増える状況となりました。

　このたびの感染拡大の影響により、市民生活

への不安が募る一方、市内の商工業者はじめ、

とりわけ飲食業においては、これまでの厳しい

経営環境がさらに悪化する状況となりました。

　これに伴い、当所関連のイベントの中止や諸

行事への影響が出てきておりますので、ご理解

とご協力をお願い申し上げます。

　なお、当所では今後とも感染拡大の状況を見

ながらの事業推進を図ってまいりますとともに、

感染予防対策の実施と特別経営相談窓口による

小規模事業者の皆様の支援に全力を挙げて取り

組んでまいります。

新春祝賀会の新年１月４日の開催を見送り

　当所新春祝賀会の開催につきましては、例年、

この時期の本誌１１月号会報と折込チラシにて会

新型コロナ感染拡大によりイベント・行事等開催に再び影響

「２０２０津軽の食と産業まつり」開催中止について

員の皆様にご案内、お申し込みをいただいてお

りますが、新型コロナウイルス感染症拡大の現

状を鑑みますと、このたび予定の令和３年新春

祝賀会については、感染拡大防止の観点からも

厳しい状況にありますことから、来年１月４日

の開催は見送らせていただくこととなりました。

　なお、新春祝賀会につきましては、新しい年

を迎えての会員相互の交流と商工会議所のなお

一層の発展を期する重要な行事でありますこと

から、今後の感染状況の推移を見ながら、延期

開催もしくは代替事業の開催を検討していくこ

ととしております。

弘前市に対する要望事項の提出が延期

　建議活動としての令和３年度弘前市に対する

重点要望事項の提出については、１０月２０日に

弘前市長ならびに弘前市議会議長宛てに提出予

定でありましたが、感染拡大の影響により１１月

１２日に提出となりました。

「ひろさきりんごハロウィン」

　例年１０月に開催している「ひろさきりんご

ハロウィン」ですが、子供たちが非常に多く集

まるイベントであることから今年度は中止とな

りました。

「弘前城菊と紅葉まつり」

　１０月２３日から１１月８日までの開催予定でし

たが、感染防止と拡大防止の観点から中止とな

りました。今年の「弘前城菊と紅葉まつり」は、

９月の４連休に弘前公園を舞台に、新しい生活

様式でのイベントとして実施された「弘前城秋

の大祭典」の盛況を受けての開催に大きな期待

が寄せられており、万全の感染防止対策を講じ

ての準備が進められてきましたが、１０月１９日

に中止が決定となりました。

「弘前商工会議所街づくり大賞」

　今年で第２０回目となる当商工会議所の独自

の顕彰制度である街づくり大賞につきましては、

自薦・推薦による候補案件の公募をいたしまし

たが、今年度は選考を行わずに中止とすること

に決定いたしました。

　１０月１６日～１８日の３日間で予定していた

「２０２０津軽の食と産業まつり」ですが、新型コ

ロナウイルス感染症の感染拡大を受け、まつり

開催の前日に中止を発表しました。

　弘前市内での感染症のクラスター発生を受け、

同まつり運営協議会では１５日に開会式のみを

中止し、まつり自体は開催の方向性で協議をし

ておりましたが、同日夜に感染者の大幅な増加

が確認されたため、中止の判断に至りました。

　今年は場所を弘前市運動公園屋外部分に移し、

飲食・物販・ＰＲを含めた７８者が出展の準備を

進めておりました。

　また、感染症拡大防止対策として検温・署名・

消毒対応や飲食スペースの定期的な清掃等の

様々な感染症対策を取って行う予定でしたが、

感染拡大防止を最優先に考えての中止決定とな

りました。

� ＜津軽の食と産業まつり実行委員会事務局＞

〈撤収作業をする出展者〉



「飲食店休業等協力金」の
申請はお済みですか？

当所会員限定）電子証明書は割引価格で
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　当所では、会員事業所の電子証明書取得を支

援しています。

　電子証明書は、「インターネット上の身分証

明書」にあたります。現実世界におけるパスポ

ートや印鑑証明書のようなもので、認証局と呼

ばれる第三者機関が持ち主の身元情報を認証し、

発行しています。ネット上の「なりすまし」「改

ざん」「事後否認」「盗聴」等を防止できるため、

今日では「公共発注機関等への入札・調達手続

き」「行政機関への各種届出手続き」「Ｂ�to�Ｂ

電子商取引」などで幅広く活用されています。

　商工会議所の会員事業所向け支援制度は、日

本商工会議所が株式会社帝国データバンク（Ｔ

ＤＢ）とセコムトラストシステムズ株式会社（セ

コム）と提携。当所会員は両社の電子証明書を

商工会議所会員料金（割引価格）で購入できま

す。割引は、ＴＤＢの場合は通常料金から２，０００

円、セコムの場合は２年版が２，０００円、３年版

は３，０００円割引されます（料金は全て税抜）。

　会員ならではの特別料金の適用を受けるには

当所から「会員確認用クーポン券」の発行を受

けたうえで、ＴＤＢまたはセコムに電子証明書

の取得手続きをする必要があります。

※本制度の詳細については、日本商工会議所ホ

ームページ（http://www.jcci.or.jp/it/toritsugi.

html）をご参照ください。

� ＜地域・産業振興課＞

「先輩起業家からのお話を聞こう！
＆交流会」延期のお知らせ

　かいぎしょＴＯＤＡＹ１０月号でご案内し
ておりました１１月６日㈮の「先輩起業家か
らのお話を聞こう！＆交流会」につき、下記
の通り開催を延期することといたしましたの
でお知らせいたします。
日時：１２月８日㈫１３：３０～１５：３０
場所：ヒロロ４階弘前市民文化交流館ホール
お問い合わせ：青森商工会議所　経営相談課
　　　　　　　ＴＥＬ０１７−７３４−１３１１

　弘前市では、新型コロナウイルス感染症拡大

防止のため、市内の飲食店に対して、１０月２２

日から１０月３１日までの期間、休業や感染防

止対策を講じた上での営業時間の短縮等の協力

を依頼しました。協力に応じた事業者には下記

のとおり協力金を交付します。

　市ホームページにて内容を確認の上、申請し

てください（申請は原則郵送となります）。

▽申請期限　１１月３０日㈪　必着

　　　　　　申請期限が迫って

　　　　　　います

▽交付額　１店舗当たり２０万円

▽申請書　市ホームページからダウンロードで

きます。また、以下の場所に申請書

一式を設置してあります。

　　　　　・弘前市役所総合窓口（１Ｆ）

　　　　　・岩木庁舎

　　　　　・相馬庁舎

　　　　　・市民課駅前分室（ヒロロ３Ｆ）

　　　　　・市民課城東分室

　　　　　　　　　　（総合学習センター１Ｆ）

　　　　　・弘前商工会議所

　　　　　・岩木山商工会

▽郵送先　〒０３６−８７９０弘前市大字上白銀町１−１

　　　　　弘前市役所商工部商工労政課

　　　　　※申請書類に付随されている「封筒

　　　　　　貼付用あて先用紙」をお手持ちの

　　　　　　封筒に貼付して投函すると切手は

　　　　　　不要です。

▽問合せ　市商工労政課（℡３５−１１３５）

� ＜中小企業相談所＞

分かる見開きの月間ダイアリー、各週の予定の

詳細を記入できる週間ダイアリーと、日々の業

務予定を管理する上で便利で充実した内容とな

っております。

　また、月ごとに応じた事務チェックポイント

や経営に役立つ情報、各種施策等も多数掲載し

ておりますので、ぜひご活用いただきたいと思

います。

　数に限りがございますのでご希望の方はお早

めにお問い合わせください。

　なお、ビジネスダイアリーは窓口にて直接お

渡しいたします。

� ＜経営一課＞

ビジネスダイアリー
配布中です!!

第２回新型コロナウイルス感染症に関する影響調査結果について
　９月号会報に調査票を折り込んで実施した新
型コロナウイルス感染症に関する２回目の影響
調査結果がまとまりましたのでご報告します。
６月から８月までの３か月間の状況について伺
っており、回答数は６５件となりました（前回は
３月から５月の状況について伺っています）。
　全体の対前年の売上減少率は３５．９%となり、
前回の３９．３%から３．４ポイント下回りました。
中小企業、小規模事業者とも、感染症の影響が
出始めた前回より減少幅が少なくなっています。
しかしながら、自社への影響については「マイ
ナスの影響が出ている」と答えた事業者が全体
で８１．５%となり５．３ポイント増加し、小規模事
業者では９２．３%と殆どの事業者がマイナスの影
響を受けています。事業の継続については「事
業継続ができる」と答えた事業者が全体で
３５．６%と、前回の５３．１%から１７．５ポイントの大
幅な減少となりました。さらに「事業継続に少々
不安」が全体５４．２%、小規模事業者では実に
６０．７%に達し、多くの事業者が今後に不安を感
じているという結果となりました。売上等の減
少幅は前回の調査より、若干ではありますが、
縮小傾向にあるものの、長期化する感染症の影
響によりマイナスの影響を強く受け、事業継続
が難しくなってきているということが伺え、事
態が深刻化しています。
　業種別に見ると、サービス業の減少率が前回
から９．９ポイント増加して４８．６%ととなり、宿
泊業の６５%、飲食業５５．６%に続いて３番目に高
い数値となりました。とりわけ飲食業の影響が
深刻で、全ての回答者がマイナスの影響を受け
ており、８８．９%が事業継続に少々不安と答えて
います。
　当所としては、前回同様、調査結果をさらに
精査して窮状を行政に訴え、支援策を要望して
参ります。� ＜経営二課＞

　毎年皆さま

よりご好評を

いただいてお

りますビジネ

スダイアリー

２０２１年（令

和３年）版を

配布してい

ます。

　月ごとの予

定がひと目で



企業法務ＴＯＤＡＹ
〜知っててよかった法律知識〜
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第４８回:運転中のスマホ使用

Q　タクシー会社を経営しています。運転手

が赤信号で停車中にスマートフォンの通話

や画面操作をすることは違法でしょうか。

A　スマートフォン（以下スマホ）の走行中

の使用は以下の場合に禁止されます。①ス

マホを手に持って通話すること②スマホの

画面を注視（見続ける）こと③スマホ画面

を操作すること、です。禁止されるのはあ

くまで「走行中」です。

　　他方、走行中であっても、スマホを手に

持たずにハンズフリーの状態ですと通話は

可能です。

　　なお、スマホに限らず、ナビやテレビ、

パソコン、タブレットの画面であっても、

走行中に注視したり操作することはできま

せん（ナビを一瞬見るのは大丈夫です）。

　　ご質問の赤信号停車中のスマホの通話・

操作は、車が完全に停止していれば「走行

中」ではないので、禁止されていません。

もっとも、停車中でも運転手として注意す

べきことはありますし青に変わったのを気

づかないと後続車に迷惑を掛けますので、

赤信号や右折待ち等の短時間の停車中の操

作はできる限り控えるようにしましょう。

　　走行中のスマホ操作により交通に危険を

生じさせた場合、重い罰則が科されます。

十分に気を付けてください。

（横山航平法律事務所　弁護士　横山航平）

　当所では、日常、業務を行う中での困りごと、

許認可の必要性や商取引でわからないことにつ

いて行政書士による相談会を開催しております。

●開 催 日　１２月９日㈬・１月１３日㈬

●時　　間　１３：００～１７：００

●場　　所　弘前商工会議所会館５階相談コーナー

●相 談 員　桔梗行政書士事務所

　　　　　　行政書士　竹内知弘氏

●相談内容の一例

☆建設業や産業廃棄物処理業などの許認可に関

する相談

・許可取得の要件など

☆農地の売買などに関する相談

・農家同士の売買や、農地転用の要件など

☆遺言・相続・成年後見に関する相談

・遺言書の作成方法、遺産分割協議書や成年

後見に関する説明など

※持続化給付金・家賃支援給付金に関する相談

もお受けいたします。事前にお電話にてご予

約をお願いいたします。なお、給付金申請期

限は令和３年１月１５日㈮となっております

のでお忘れなく！

（ご予約は℡３３−４１１１経営一課まで）

� ＜経営一課＞

お気軽に相談を！！

『行政書士相談日』

＜新型コロナウイルス対応＞

特別経営相談室
１２月末まで開設中!!
小規模事業者持続化補助金等

ご相談ください

〇竹内知弘先生　毎週木曜日
〇福士昭夫先生　毎週火曜日

詳細・申込は本紙折込チラシをご覧ください

　令和２年度補正予算小規模事業者持続化補助

金＜コロナ特別型＞は、１２月１０日㈭締切分を

もって今年度最終の受付となります。

　当補助金は、経営計画を策定して取り組む事

業が補助対象となっており、計画策定のコツ等

持続化補助金採択に向けたセミナーを、１１月

２５日㈬に中小企業診断士で青森県６次産業化

アドバイザーの山田貴弘さんをお招きして、開

催いたします。また、１２月３日㈭に個別相談

会も実施いたします。セミナー及び個別相談会

の詳細については以下をご確認いただきお申し

込みください。

＜セミナー＞

日時：１１月２５日㈬　１４：００～１６：３０

場所：弘前商工会議所会館２階

定員：３０名（先着順）

講師：中小企業診断士　山田�貴弘氏

※今月号折込チラシをご確認いただきＦＡＸ

にてお申込みください。

＜個別相談会＞

日時：１２月３日㈭　９：００～１７：００

場所：弘前商工会議所会館５階

定員：４事業者（先着順）

講師：中小企業診断士　山田�貴弘氏

※事前予約制となっていますので、お問合せ

先までＴＥＬかメールにてご連絡ください。

＜お問合せ先＞

　ＴＥＬ：３３−４１１１　ＦＡＸ：３５−１８７７

　メール：mikami@hcci.or.jp

� ＜経営二課＞

小規模事業者持続化補助金
＜コロナ特別型＞セミナー開催

締切間近！！

青森県中小企業デジタル化推進事業費補助金のお知らせ
　県では、新型コロナウイルス感染症の拡大防止等を目的として、「新しい生活様式」に対応する
中小企業者を支援すべく、テレワークやウェブ会議、非対面型ビジネスに使用するためのパソコ
ンの購入に要する経費の一部を補助します。

補助対象者　中小企業、個人事業主

補助対象経費　パソコン購入経費（税抜）

補 助 率　４分の３

補助上限額　１０万円（税抜）

補 助 要 件　ＰＣの購入に当たり、テレワー

クやウェブ会議、非対面型ビジ

ネスに必要となる有償のソフト

ウェア・サービスを導入すること

受 付 期 間　令和２年１０月１９日㈪～１２月

２８日㈪（当日消印有効）

【問い合せ先】

青森県商工労働部新産業創造課

情報産業振興グループ

ＴＥＬ０１７−７３４−９４１８

（平日９：００～１７：００）

� ＜中小企業相談所＞



今こそ！リモートで全国の高校生を

つなぐファッションショー

『オンラインファッションコレクション』を

配信します！！

１１月２３日は

4 令和２年１１月１５日第760号

弘前かいぎしょ TODAY

　ファッション甲子園実行委員会では、１１月２９日

㈰１３時より、リモートで全国の高校生をつなぐフ

ァッションイベント『オンラインファッションコレ

クション』を配信いたします。

　今回の取組みは、今年度のファッション甲子園が

中止となったことを受け、今後の「ｗｉｔｈコロナ」

時代における大会継続の在り方や、より効果的な運

営方法等を検証するために実験的に実施するもの

です。

　配信当日は、YouTubeライブを活用し、生配信

でファッション甲子園歴代入賞校を中心とした１４

チームによるオンラインファッションショーを行い

ます。地元・弘前市からは弘前実業高等学校から１

チーム参加し、日頃の成果を発表します。他にも昨

年のファッション甲子園で優勝した岡山県立岡山南

高等学校や、ファッション甲子園２０１６優勝の清凌

高校（岐阜県）など全国からファッションを学ぶ高

校生がリモートで参加します。

　配信は１１月中旬開設予定の特設ＷＥＢサイト

（https://onlinefashioncollection.jp/）でご覧い

ただくことができ、一般視聴者がお気に入りの衣装

に投票できる参加型の仕掛けも検討しております。

特設ＷＥＢサイトは「ファッション

甲子園」ホームページからもアクセ

スできますので、ぜひご覧ください。

� ＜地域・産業振興課＞

「オンラインによる会議や営業の断り方」

　オンラインによる会議や営
業がずいぶん普及しました
が、まだまだちゅうちょする
方も少なくありません。理由
としては、自分の顔をパソコ
ン画面に出すのが嫌、音声が
よく聞き取れなくてストレス
を感じる、服装や身だしなみ
に気を使うのが嫌（上半身と
背景の設定さえ気を付ければ
よいので、対面よりは楽なは
ずなのですが…）、操作がよ
く分からず不安、接続が面倒など、さまざまで
す。また、移動時間が無くなったために、「逃
げ場が無くなった」と冗談交じりに嘆く営業担
当者の声も耳にします。
　オンライン会議や営業に使用するビデオ通話
アプリは、報道されている通り、セキュリティ
ー面における脆弱（ぜいじゃく）性が懸念され
ます。新型コロナウイルスの感染拡大が世界中
に広がったことにより、仕事でビデオ通話アプ
リを使用するビジネスパーソンは日本のみなら
ず、海外にも急増している分、いわゆるハッキ
ングを行う悪徳業者なども増えているのです。
大切な会議内容や内部資料などが、ハッキング
により外部に漏れたら、会社にとって大きな損
害になります。そのため、ビデオ通話アプリの
使用を禁止している企業さえあります。
　以上のような理由により、オンラインによる
会議や営業をお断りせざるを得ない場面も出て
くるのですが、普及した世の中にあっては、な
かなか断りづらいこともあります。
　断る際に、「物理的に難しい状況です」という
フレーズを用いる方がいらっしゃいます。「物
理的に」という言葉は、「能力的に、時間的に、
状況的に」といったリソース不足を表現できる
言葉なので、決して「オンライン自体が嫌で断
っている」という印象にはなりません。です
が、「お断り」の意味合いがやや強過ぎるので、
「融通が利かない」「もっと協力してほしい」な
どと先方を不快にする可能性があります。目上
の人や取引先には、使わない方がよいでしょう。
　おすすめは、「その代わりと言っては何ですが、
文章におまとめしてお送りしてもよろしいでし
ょうか」です。文面として残せば、後々「言っ
た、言わない」の問題にもなりませんし、先方
の理解度も上がります。このとき、例えば「本
日中は難しいのですが、明朝一番で取り掛か
り、正午までには仕上げるようにいたします」
など、期限を決めて約束をすれば、前向きに協
力した姿勢から、先方に誠実な印象を与えられ
るでしょう。
　それでも、しつこくオンラインでの会議や営
業を迫られる場合には、かたくなに固辞するよ
り、「それでは、音声のみで参加させていただ
いてもよろしいでしょうか」とある程度妥協し
て歩み寄る努力をした方が、波風を立てずに済
みます。
　数年後にはこうした状況も変化するのでしょ
うが、過渡期だからこそ個々の思惑から戸惑う
ことの多いオンライン。こちらが参加を促す立
場の場合、嫌がる相手に対し無理強いをせず、
お互いの妥協点を見いだすためには「どのよう
な方法であれば無理なく参加できるのか」とい
う前向きな話し合いが必要になってきます。

人財育成トレーナー
美月　あきこ


